
第　　　　　号 

年　　月　　日 

 

 

　愛知県知事 殿 

 

住　所　　　清須市清洲弁天 96-1 

 

氏名等　　　清須　太郎 

 

 

埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について 

 

　周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事のため発掘を実施したいので、文化

財保護法〔第９３条第１項・第９４条第１項〕の規定により、下記の事項につい

て、関係書類を添付し、〔届出・通知〕します。 

 

記 

 

１．埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則に基づく土木工事

等の内容（別記一覧に記入） 

 

２．添付書類 

①土木工事の計画区域を示す現況図（位置図）【住宅地図等】 

②区域内の計画構造物等の配置を示す図 

③掘削の範囲及び深さのわかる図面（基礎平面図・断面図等に掘削する範囲 

を朱書きで記入） 

④計画構造物等の立面図 

⑤浄化槽等の図面 

 

 

届出はなるべく早く、着工６０日前までに行なって下さい。 

綴じた状態で２部提出≪県１、市１（１部は写しも可）≫して下さい。 

 

文化財保護法 

９３
サ ン プ ル



別　記 

 

 

 

【太枠内を記入して下さい】 

・「４．遺跡の種類」はこちらで記入しますので空欄でご提出下さい。 

・工事概要には、地中に及ぶ工事の内容（建物基礎、浄化槽、地盤改良等）も記入して

下さい。また、掘削深度も記入して下さい。 

・その他不明な点は清須市教育委員会文化振興係（０５２－４００－２９８８）まで 

お問い合わせ下さい。

 ９３条第１項　９４条第１項 
（○で囲むこと）

県文書番号 年　　月　　日

 
１. 所 在 地 清須市清洲字弁天 96-1

 ２. 面 積 １５０．５６㎡ ←敷地面積

 
３. 土地所有者

氏名等：清須　太郎

 住　所：清須市清洲弁天 96-1

 
４. 遺跡の種類

集落跡　貝塚　官衙跡　城館跡　社寺跡　古墳　その他の墓　窯業遺跡 
その他の生産遺跡(　　　　)　祭祀遺跡　遺物散布地　その他の遺跡(　　　　)

 遺跡の名称 清洲城下町遺跡 員　数 １

 遺跡の現状 宅地　水田　畑地　山林　道路　荒蕪地　原野　その他(　　　　　)

 遺跡の時代 旧石器　縄文　弥生　古墳　奈良　平安　中世　近世　その他(　　　　)

 

５. 工事の目的

道路　鉄道　空港　河川　ダム　宅地造成　区画整理　公園造成　学校 
個人住宅　集合住宅　工場　その他の建物(倉　庫)　ガス　水道　下水道 
電信電話　農業関連　土砂採取　観光開発　その他の開発(　　　　　)

 

工事の概要 鉄骨平屋建　一棟新築、基礎工事（現況レベルより１ｍ掘削）

 
６. 工事主体者

氏　名：清須　太郎　←【基本的には施主に同じ】

 住　所：清須市清洲弁天 96-1

 
７. 施工責任者

氏　名：清須建設株式会社

 住　所：清須市清洲一丁目 6-1

 ８. 着手予定時期 ２年８月１５日 ９.終了予定時期 ３年６月１５日

 10. 参 考 事 項

 

市 町 村 意 見

取扱い 発掘調査　工事立会　慎重工事　その他(　　　　　　　)

 
理　由 担当者が記入

４．は空欄のままでＯＫ


